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（１）用語の説明 

【あ行】 

・浅井
あ さ い

戸
ど

 

不圧地下水を取水する井戸をいう。一般的に深度は 10～30m 以内の比較的浅い地下水を汲み

上げることから、浅井戸と呼ばれている。 

 

・アセットマネジメント（資産
し さ ん

管理
か ん り

）  

水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）は、水道ビジョンに掲げた持続可能

な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわ

たって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動と定義されてい

る。 

厚生労働省が策定した「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手

引き」においては、アセットマネジメントの実施レベルによって「簡略型（1A 及び 2B）」、

「標準型（3C）」、「詳細型（4D）」を定義している。 

 

・維持
い じ

管理
か ん り

 

水道施設（施設・設備や管路）の所定の機能を発揮させるために、点検、修繕などの日常

的に必要な業務。 

 

・1
いち

日
にち

平 均 給
へいきんきゅう

水 量
すいりょう

 

1 日に使用される平均的な水道水量をいう。 

 

・雨水貯留槽
うすいちょりゅうそう

 

浸水対策と水の有効利用を図るため、一時的に雨水を貯留しておく水槽。 

 

・応 急
おうきゅう

給 水
きゅうすい

拠点
きょてん

 

地震等の災害で断水が起きた場合に、応急給水を行う拠点。 
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・ O J T
おーじぇーてぃー

（On
オ ン

 the
ザ

 Job
ジ ョ ブ

 Training
ト レ ー ニ ン グ

） 

職場で実務をさせることで行うトレーニングのこと。 

 

【か行】 

・外部
が い ぶ

精度
せ い ど

管理
か ん り

 

外部精度管理は、自施設の測定値が他施設の測定値と十分な同一性を有しているかどうか

の評価するものである。外部精度管理としては、厚生労働省による統一資料調査などがある。 

 

・カビ臭
か び し ゅ う

 

水道水の臭気の一つ。カビ臭の原因物質としては、水源水質の悪化により異常増殖した放

線菌や藍藻類が代謝産物として放出する臭気物質のジェオスミンや 2-メチルイソボルネオ

ール（2-MIB）が明らかにされている。 

 

・簡易
か ん い

水道
すいどう

事業
じぎょう

 

水道事業のうち、給水人口が 5,000 人以下の事業をいう。 

 

・簡易
か ん い

専用
せんよう

水道
すいどう

 

貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が 10m3 を超える施設をいう。 

 

・管網
かんもう

解析
かいせき

システム 

圧力管網に対して水理的な解析を行うシステムであり、管路に流れる水道水の水量や水圧

などを解析することができる。 

 

・管
かん

路
ろ

の更新率
こうしんりつ

 

1 年間に更新された管路延長の割合を示す。 

 

・管
かん

路
ろ

の耐震化率
たいしんかりつ

 

管路のうち、耐震性のある材質と継手（管の接続部）により構成された管路延長の割合を

示す。 
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・管
かん

路
ろ

の耐震
たいしん

適合率
てきごうりつ

 

管路のうち、耐震性のある材質と継手（管の接続部）により構成された管路延長に、耐震

性のある継手（管の接続部）ではないが、良い地盤に布設されており地震時に被害がないと

考えられる管路延長を加えた管路延長の割合を示す。 

 

・基幹管
き か ん か ん

路
ろ

の耐震化率
たいしんかりつ

 

導水管、送水管、配水管（口径φ150 ㎜以上）の管路のうち、耐震性のある材質と継手（管

の接続部）により構成された管路延長の割合を示す。 

 

・基幹
き か ん

管
かん

路
ろ

の耐震
たいしん

適合率
てきごうりつ

 

導水管、送水管、配水管（口径φ150 ㎜以上）の管路のうち、耐震性のある材質と継手（管

の接続部）により構成された管路延長に、耐震性のある継手（管の接続部）ではないが、良

い地盤に布設されており地震時に被害がないと考えられる管路延長を加えた管路延長の割合

を示す。 

 

・企業債
きぎょうさい

残高対
ざんだかたい

給 水
きゅうすい

収 益
しゅうえき

比率
ひ り つ

 

企業債残高を収益力の観点から測定し、財務状況の安全性を表した指標であり、比率が小

さいほど収益力と比較して負債が小さいため、安全性が高いと判断できる。 

 

・技術
ぎじゅつ

職 員 率
しょくいんりつ

 

全職員に対し、技術職員が占める割合。技術職員とは、水道施設の物理的維持管理、施設

計画及び建設に携わる職員をいう。 

 

・給 水
きゅうすい

人口
じんこう

 

給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。給水区域外からの通勤者

や観光客は給水人口には含まれない。水道法で規定する給水人口は、事業計画において定め

る給水人口〔計画給水人口〕をいう。 

 

・給 水
きゅうすい

普及率
ふきゅうりつ

 

計画給水区域における人口のうち現状の給水人口との比率をいう。 
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・業務
ぎょうむ

指標
しひょう

 

経営の効率化、事業経営の透明性の確保を目的として、日本の水道事業のサービス水準を

向上するために、全国の水道事業関係団体で構成する（公社）日本水道協会が平成 17 年

（2005 年）1 月に制定した規格であり、水道事業全体を網羅した 6 つの分野（安心、安定、

持続、環境、管理、国際）における 137 項目の指標を業務指標という。 

 

・緊 急
きんきゅう

遮断
しゃだん

弁
べん

 

地震や管路の破裂などの異常を検知するとロックやクラッチが解除され、自動的に自重や

重錘または油圧や圧縮空気を利用して緊急閉止できる機能を持ったバルブ。 

 

・クリプトスポリジウム 
 

腸管に感染して下痢を起こす病原微生物である。クリプトスポリジウムのオーシストは球

形で直径約 5μm と小さく、４個のスポロゾイトを内包している。クリプトスポリジウムの

オーシストは塩素に耐性があり、水道水の消毒程度の塩素濃度ではほとんど不活化されない。

平成８年（1996 年）６月に埼玉県越生町で町営水道水が原因となった大規模な集団感染を

引き起こしたことから、その対策の重要性が認識され、厚生省（現厚生労働省）は「水道に

おけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を全国に通知し、濁度 0.1 度以下での濾過水管

理などの対策を取ることを求めている。同様の病原性微生物にジアルジアがある。 

 

・計画
けいかく

給 水
きゅうすい

人口
じんこう

 

水道法では、水道事業経営の認可に係る事業計画において定める給水人口をいう。水道施

設の規模を決定する要因の一つであり、計画給水区域内の常住人口を基に計画年次における

人口を推定し、これに給水普及率を乗じて定める。 

 

・計画
けいかく

1
いち

日
にち

最 大 給
さいだいきゅう

水 量
すいりょう

 

1 日に使用される最大量の水道水量を計画したもので、施設の規模等を決定する際の基準

値となる。 

 

・経 常
けいじょう

収支
しゅうし

比率
ひ り つ

 

損益項目のうち、特別損益項目を除いた営業収益及び営業外収益（これらを経常収益とい

う）の収益性を評価した指標のこと。 
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・経年化管
けいねんかかん

路率
ろ り つ

 

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示す。この値が大きいほど古い管路が多いことを

示すが、使用の可否を表すものではない。 

 

・公営
こうえい

企業債
きぎょうさい

 

水道施設の建設等に必要な資金を調達するために借入する地方債の一種。 

 

・国庫
こ っ こ

補助
ほ じ ょ

金
きん

 

国が定めた基準に従う施設の建設に係る経費に対し、一定割合で国から支給される費用の

こと。 

 

【さ行】 

・残 留
ざんりゅう

塩素
え ん そ

 

水に注入した塩素が、消毒効果を持つ有効塩素として消失せずに残留している塩素のこと

をいう。また、水中に塩素を注入することによって水中に残留した有効塩素の濃度を残留塩

素濃度という。衛生上の措置として給水の残留塩素を遊離残留塩素として 0.1mg/ℓ(結合残

留塩素の場合は 0.4mg/ℓ)以上保持するよう規定している。水質管理目標設定項目としての

目標値は 1mg／ℓ 程度以下である。 

 

・自己
じ こ

保有
ほ ゆ う

水源率
すいげんりつ

 

全水源水量に対する自己所有の水源水量の割合を示す。 

 

・施設
し せ つ

利用率
り よ う り つ

 

施設能力がどれだけ有効に使用されたかを示す指標で、水道施設の経済性を総括的に判断

する指標の一つ。 

 

・取水
しゅすい

施設
し せ つ

 

表流水、伏流水、地下水などを確実に取水するための施設をいう。取水施設には、河川、湖沼

などでは取水堰、取水門、取水塔、取水枠、取水管渠があり、地下水では浅井戸、深井戸、集水

埋渠がある。 
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・小規模
し ょ う き ぼ

貯水槽
ちょすいそう

水道
すいどう

 

簡易専用水道と同等のもので、受水槽の有効容量が、10m3 以下の施設をいう。 

 

・浄 水
じょうすい

施設
し せ つ

耐震率
たいしんりつ

 

浄水施設のうち、高度な耐震化がなされている施設能力の割合を示す。 

 

・新水道
しんすいどう

ビジョン 

水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、これまでの「水道ビジョン」（平成16

年（2004年）策定、平成20年（2008年）改訂）を全面的に見直し、50年後、100年後

の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、取組みの目指すべき方向性やその実現

方策、関係者の役割分担を提示したもので、厚生労働省が平成 25年 （2013年）3 月に策

定。 

 

・上下
じょうげ

水道
すいどう

モニター会議
か い ぎ

 

上下水道を使用している市民からモニター会議やアンケート調査などで意見や要望などを

ヒアリングし、今後の上下水道事業運営の参考にしていく制度。 

 

・浄 水
じょうすい

施設
し せ つ

 

水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設をいう。一般的に、凝集、沈澱、濾

過、消毒などの処理を行う。浄水処理の方式は水源の種類によって異なるが、塩素消毒のみの方

式、緩速濾過方式、急速濾過方式、高度浄水処理を含む方式、その他の処理の方式、のうち、適

切なものを選定し処理する。  

 

・JICA
じ ゃ い か

 

発展途上国への技術協力、資金協力を主な業務とする外務省所轄の独立行政法人「国際協

力機構」の略称。政府開発援助（ODA）の実施機関の一つであり、開発途上地域等の経済及

び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的としている。 

 

・水源
すいげん

余裕率
よ ゆ う り つ

 

一日最大配水量に対して確保している水源水量が、どの程度の余裕があるかを示す。 
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・水質
すいしつ

基準
きじゅん

 

水道水が備える要件として、水道法第 4 条に基づいて厚生労働省令に定められており、

平成 27 年（2015 年）4 月現在、51 項目に水質基準値がそれぞれ定められている。最新

の科学的知見を踏まえて逐次改正が行われている。 

 

・水質
すいしつ

検査
け ん さ

計画
けいかく

 

水道水質検査の適正化と透明化を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画に

したがって水質検査を実施する。 

 

・水道
すいどう

技術
ぎじゅつ

管理者
か ん り し ゃ

 

水道法において水道事業（上水道・簡易水道・専用水道）の設置者が必ず設置しなければ

ならないと定められている技術面での責任者。 水道における一定以上の知識及び実務経験を

必要とする。 

 

・水道
すいどう

週 間
しゅうかん

 

水道について国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るための週

間。昭和 34 年（1959 年）に厚生省（当時）により制定。 毎年 6 月 1 日〜6 月 7 日。 水

道を中心に「水」、特に飲料水、家庭用水に対する認識を高めることを目的としている。 

 

・水道
すいどう

事業
じぎょう

 

水道事業とは給水人口 100 人以上の事業をいう。また給水人口が 5,000 人以下にあって

は簡易水道事業といい、5,000 人を超えると上水道事業という。 

 

・水道
すいどう

事業
じぎょう

ガイドライン 

平成 17 年（2005 年）1 月に日本水道協会規格として制定され、水道事業のサービス内

容を共通の算定式によって数値化された業務指標で表す。 

この指標は、全国共通の定量化された数値で、各水道事業体の事業経営の分析や改善に役

立てることができる。 

「業務指標」は全部で 137 項目あり、水道サービスの目標となる 6 つの柱（安心、安定、

持続、環境、管理、国際）の下に分類されている。 
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・水道
すいどう

ビジョン 

新水道ビジョンにおいて水道事業者等や都道府県の役割分担を改めて明確にし、水道事業者等

の取組みを推進するため、作成を推奨されているもの。 

施設の再構築等を考慮した「アセットマネジメント」の実施並びに「水安全計画」及び「耐震

化計画」の策定を必須事項とし、これらを戦略的アプローチとして、水道事業における体制強化

を図ることが求められる。 

 

・水道法
すいどうほう

 

水道法は、水道により正常で豊富、低廉な水の供給を図ることにより、公衆衛生の向上と

生活環境の改善に寄与することを目的に昭和 32 年（1957 年）に制定された法律。水道事

業のほか、水道用水供給事業、専用水道、簡易専用水道についても規定されている。 

 

・送水管
そうすいかん

 

浄水場で浄水した水道水を配水池へ送るための管をいう。 

 

・送水
そうすい

施設
し せ つ

 

浄水場で浄水した水道水を配水池へ送るための施設をいう。 

 

・接 触
せっしょく

池
ち

 

粉末活性炭を原水に注入し十分に混和させる池をいう。 

 

・専用
せんよう

水道
すいどう

 

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で

あって、以下のいずれかに該当するものをいう。 

 １ 100 人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 

 ２ その水道施設の１日最大配水量が政令（水道法施行令第１条）で定める基準を超えるも

の。 

 

・相互
そ う ご

融通
ゆうずう

連絡管
れんらくかん

 

地震等の災害時において、水道水の融通ができるよう設置された隣接自治体との間の連絡管を
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いう。 

 

【た行】 

・耐震管
たいしんかん

 

耐震管とは、導・送・配水管における耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管及び水

道配水用ポリエチレン管（高密度）をいう。ダクタイル鋳鉄管の耐震型継手とは、GX 形、S

形、SⅡ形、NS 形、US 形、UF 形、KF 形、PⅡ形など離脱防止機構付き継手をいう。鋼管

は溶接継手に限る。水道配水用ポリエチレン管は熱融着継手に限る。また、管路内配管（PIP、

シールド内配管）は、耐震を考慮した場合は含む。 

 

・耐震
たいしん

適合率
てきごうりつ

 

耐震適合性のある管路の延長を総延長で除したもの。耐震管に加え、良い地盤に布設されたダ

クタイル鋳鉄管（K 形継手等）を耐震適合管として評価する。 

 

・ダウンサイジング 
 

必要能力に見合った規模に能力を縮小することをいう。 

 

・ 宝
たから

塚
づか

市
し

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

 

地域防災計画とは，災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、市民の生命、財産を災害か

ら守るための対策を実施することを目的とし、災害に係わる事務又は業務に関し、関係機関

及び他の地方公共団体の協力を得て、総合的かつ計画的な対策を定めた計画である。 

 

・貯水槽
ちょすいそう

水道
すいどう

 

貯水槽を用いた建物内の水道の総称。貯水槽水道は水槽の規模により簡易専用水道と小規

模貯水槽水道に分類される。 

 

・貯水池
ち ょ す い ち

（ダム湖
こ

） 

ダムによって川がせき止められてできた人工的にできた湖のこと。ダム湖ともいう。 

 

・直 結
ちょっけつ

給 水
きゅうすい

 

受水槽、貯水槽等を介さずに配水管から直接給水することをいう。ビルやマンションなど
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の建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上など

にある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水することも多い。この貯水槽の管理

が適切に行われていない場合、水質の悪化など衛生面における問題が生じる恐れがある。 

 

・直 結
ちょっけつ

給 水 率
きゅうすいりつ

 

主に集合住宅等において受水槽、貯水槽等を経由せずに直接給水される件数の割合を示す。 

 

・直 結
ちょっけつ

直 圧
ちょくあつ

給 水
きゅうすい

、直結増圧
ちょっけつぞうあつ

給 水
きゅうすい

 

直結直圧給水とは受水槽、貯水槽等を介さずに配水管から直接給水することをいう。直結

増圧給水とは配水管と給水管の間に増圧ポンプを直列に設置し、受水槽、貯水槽等を介さず

給水することをいう。 

 

・導水管
どうすいかん

 

取水施設から浄水場などの浄水施設へ送る管をいう。 

 

【な行】 

・内部
な い ぶ

精度
せ い ど

管理
か ん り

 

内部精度管理は、精度管理向上のために実施するものであり、一般的には操作ブランク、

二重測定、機器の感度確認、定量下限値の確認、検出下限値の算出などについて、定期的に

確認を行うものである。 

 

・ 鉛 製 給
なまりせいきゅう

水管
すいかん

 

鉛製の給水管で、安価で曲げやすく切断や接合が容易であることから、水道が普及し始め

た頃から近年まで給水管材料として全国的に使用されてきた。現在、早期の取替に着手して

いる。 

 

・ 鉛 製 給
なまりせいきゅう

水管
すいかん

率
りつ

 

給水管のうち、鉛製の給水管の占める割合を示す指標。 
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【は行】 

・配水管
はいすいかん

 

浄水場で浄水した水道水を適正な水圧、水質、水量をもってお客さまの家まで送る管をいう。 

 

・配水
はいすい

施設
し せ つ

 

浄水場で浄水した水道水を適正な水圧、水質、水量をもってお客さまの家まで送る施設をいう。

配水管、配水池、ポンプ所等がある。 

 

・配水
はいすい

池
ち

 

給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、水道水を一時的に貯える池をいう。配水

池容量は、一日最大配水量の 12 時間分が標準とされている。構造は、水深 3～6m、水密性、耐

久性を有するもので、一般的には防水工を施した鉄筋コンクリート造のものが用いられる。 

 

・配水
はいすい

池
ち

耐震
たいしん

施設率
し せ つ り つ

 

配水池のうち、高度な耐震化がなされている施設容量の割合を示す。 

 

・阪神
はんしん

水道
すいどう

企業団
きぎょうだん

 

阪神地域は、水道水源となる大きな河川がなく慢性的な水不足に悩まされてきた。そこで、

安定した給水を確保するため、昭和 11 年（1936 年）7 月に阪神水道企業団が設立され、

遠く琵琶湖・淀川水系を水源とする水道用水供給事業にとりかかり、昭和 17 年（1942 年）

給水を開始した。 

 

・ビニル管
かん

 

ビニル樹脂を主原料とした配管材料をいう。赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下

水道管など極めて広範囲に使用されている。一方で、古いビニル管は耐震性がなく、地震時

の弱点になりうる。 

 

・PDCA
ﾋﾟｰﾃﾞｨｰｼｰｴｰ

サイクル 

施策達成に向けた取組を継続的に改善・向上させるために、実行計画(Plan)、実行(Do)、

分析(Check)、改善・向上のための目標設定(Action)を循環させること。 
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・PFI
ﾋﾟｰｴﾌｱｲ

（Private
ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾍ ﾞ ｰ ﾄ

 Finance
ﾌ ｧ ｲ ﾅ ﾝ ｽ

 Initiative
ｲ ﾆ ｼ ｱ ﾃ ｨ ﾌ ﾞ

） 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して

行う手法。 民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等

が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスの提供を目指すもの。 

 

・PPP
ﾋﾟｰﾋﾟｰﾋﾟｰ

（Public
ﾊ ﾟ ﾌ ﾞ ﾘ ｯ ｸ

 Private
ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾍ ﾞ ｰ ﾄ

 Partnership
ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ﾅ ｰ ｼ ｯ ﾌ ﾟ

） 

公共（市）と民間事業者が連携して公共サービスの提供を行うこと。 

 

・深
ふか

井戸
い ど

 

被圧地下水を取水する井戸をいう。深さは、30m 以上のものが多く、600m 以上に及ぶ

こともあり、深い地下水を汲み上げることから、深井戸と呼ばれている。 

 

・普通
ふ つ う

鋳 鉄 管
ちゅうてつかん

 

水道事業の初期に使われていた鋳鉄管で、経年化が進行しつつあり、耐震性もないため、

地震時の弱点になりうる。 

 

・フッ素
そ

 

フッ素及びその化合物として水質基準項目に指定されている。水中のフッ素は主として地質に

由来し、ほとんどの自然水中に含まれる。フッ素が多すぎると、斑状歯の原因となる。 

 

・粉末
ふんまつ

活性
かっせい

炭
たん

 

特別な処理により吸着力を強くした炭を粉末状にしたもので、有機物やカビ臭等の溶解性成分

の除去を目的に注入される。 

 

・ペイジー口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

受付
うけつけ

サービス 

市役所窓口に設置する専用端末に、金融機関のキャッシュカードを読み取らせたうえで、

銀行 ATM を利用するのと同様に、暗証番号を入力するだけで口座振替登録が完了するサー

ビス。 
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・包括的
ほうかつてき

民間
みんかん

委託
い た く

 

維持管理などで複数の業務を一体的（包括的）に発注し、また、複数年契約にて民間企業

に委託すること。これにより民間企業のノウハウを生かしつつ業務の効率化を図り、委託料

の低減化を図る。 

 

・法定
ほうてい

耐用
たいよう

年数
ねんすう

 

法定耐用年数とは、固定資産の取得原価から減価償却費を算出するための計算を通じて各

事業期間に費用配分する場合の当該年数を表す。 

 

・ポンプ所
しょ

耐震
たいしん

施設率
し せ つ り つ

 

ポンプ所のうち、高度な耐震化がなされている施設能力の割合を示す。 

 

【ま行】 

・マッピングシステム 
 

給水管・配水管のデータ及び地形データ、属性データの入力更新を行ない、使用者名、水

栓番号、住所、図面番号、地図頁等により、必要な場所の給水管や配水管、仕切弁、消火栓

などを画面に表示印刷するシステム。 

 

・水
みず

安全
あんぜん

計画
けいかく

 

食品製造分野で確立されている HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)

の考え方を導入し、水源から給水栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行い、安全な水の

供給を確実にする水道システムを構築するもの。WHO（世界保健機関）において、計画の策

定が提唱されている。 

 なお、HACCP とは、食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因（ハザード；Hazard）

を分析しそれを最も効率よく管理できる部分（CCP；必須管理点）を連続的に管理して安全

を確保する管理手法である。 

 

【や行】 

・有
ゆう

収
しゅう

水 量
すいりょう

 

料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量。料金水量、他水道事業

への分水量、そのほか公園用水、公衆便所用水などで、料金としては徴収していないが、他

会計から維持管理費としての収入がある水量。 

ハ サ ッ プ 
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・有
ゆう

収 率
しゅうりつ

 

1 年間の給水量（配水量）に対する有収水量の割合を示す。給水される水量がどの程度収

益につながっているかを示す指標。 

 

【ら行】 

・ライフサイクルコスト 
 

水道施設の建設から撤去までの期間に発生する全ての費用。当初建設時のイニシャルコス

ト（初期費）と、動力費や修繕費や更新費などのランニングコスト（維持管理費）、で構成さ

れる。 

 

・料 金
りょうきん

回 収 率
かいしゅうりつ

 

給水原価の料金による回収率を表す指標であり、本業での収益性を示す代表的な指標とし

て用いられており、この値が高いほど経営が良好といえる。 

 

・類似
る い じ

団体
だんたい

 

市町村の態様を決定する要素のうちで最もその度合いが強く、しかも容易、かつ客観的に

把握できる「人口」と「産業構造」により設定された類型により、大都市、特別区、中核市、

特例市、都市、町村ごとに団体を分別したもの。 

 

・漏水率
ろうすいりつ

 

年間漏水量の年間総配水量に対する割合を示す指標。 
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（２）宝塚市水道事業の概要 

○水道事業の対象区域の概要 

現在の宝塚市水道事業は、第 7 期拡張事業認可計画にお

いて、北部地域の簡易水道事業と南部地域の上水道事業を統

合したことにより、豊かな自然環境を有する北部地域と市中

心部及び住宅地を有する南部地域からなる区域を対象とし

て水道事業を行っています。また、第 6 期拡張事業において、

本市の行政区域内に囲まれている、川西市満願寺地区を川西

市からの要請により本市の給水区域としています。 

本市の水道は、中央を武庫川が南北に流れ、西からは六甲

山系、東からは長尾山系と、非常に高低差の激しい地形にな

っており、基本的に自然流下方式という方法で、各家庭に水

を供給しています。 

 

○水道事業の歴史 

1）創設期 

本市における公営水道布設の動きは、宝塚温泉の発展とともに起こり、第 2 次世界大戦後、

小浜村と良元村ではそれぞれ独自に水道を創設することとなりました。 

昭和 25 年（1950 年）9 月に認可を受けた小浜村では、水源を有馬郡塩瀬村大字生瀬に

設け、日量 3,600m3 を取水し、20,000 人に給水する計画のもとに工事を開始し、昭和 27

年（1952 年）4 月に通水準備を整え、6 月に通水を開始しました。 

一方、昭和 26 年（1951 年）7 月に認可を受けた良元村では、武庫川を水源とする地元

水利組合の灌漑用水から日量 3,600ｍ3 の分水を受け、20,000 人に給水する計画のもとに

事業を開始することとなり、昭和 29 年（1954 年）3 月に通水しました。 

 

2）拡張期 

・第 1 期拡張事業 

市制施行当初の課題は、宝塚上水道㈱の買収と旧宝塚町、旧良元村水道の施設面での統合

でした。宝塚上水道㈱の買収交渉は昭和 29 年（1954 年）6 月より本格的に開始され、同

年 12 月に買収価格が決定し、翌昭和 30 年（1955 年）2 月には市議会の承認を受けまし

た。同年 3 月、計画給水人口を 50,000 人、目標年度を昭和 42 年度（1967 年度）とす

る第 1 期拡張事業を申請し、4 月には宝塚上水道㈱を市営上水道事業に統合しましたが、こ

の認可は翌年の昭和 31 年（1956 年）9 月に受けました。 

茶線囲み……市行政区域 
青線囲み……上水道区域 
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・第２期拡張事業 

昭和 30 年（1955 年）3 月には長尾村、西谷村の両村を編入し、市域を拡大したのに伴

い、目標年度を昭和 36 年度（1961 年度）、計画給水人口を 44,000 人とする第 2 期水道

拡張事業を申請しました。この申請は昭和 31 年（1956 年）6 月に提出され、同年 11 月

に認可を受けました。 

 

・第３期拡張事業 

第 2 期拡張事業では安定した水源の確保ができなかったため、昭和 33 年（1958 年）

になると全市で水量不足が目立ちはじめました。そこで昭和 34 年（1959 年）には第 3 期

拡張事業を計画し、同年 3 月に認可を受けました。 

第 3 期拡張事業計画は、目標年度を昭和 49 年度（1974 年度）とする長期計画であり、

計画給水人口を 66,000 人とし、水源は、伊孑志、小浜、御所の前（既設のものを買収）に

それぞれ浅井戸を設置するものでした。 

 

・第 4 期拡張事業 

本市では昭和 37 年（1962 年）頃から人口が急増し、第 3 期拡張事業の終了時には既

に給水能力が限界に達し、昭和 40 年代の水量不足は免れない状態となりました。 

これらの事情を背景に昭和 41 年度（1966 年度）から計画目標年度を昭和 50 年度

（1975 年度）とし、計画給水人口を 140,000 人、計画 1 日最大配水量を 56,000m3 と

する第 4 期拡張事業に着手することになりました。  

この事業の計画は、新たな水源として、武庫川表流水の取水と水道水源専用ダムとして深

谷貯水池の築造、深井戸水源の設置とこれらを取水源とする小林浄水場、亀井浄水場、川面

浄水場、高松浄水場を新設するなど、現在の水道施設（管路施設を除く）のほとんどはこの

時期に設置されています。また、この事業のもう一つの特色は、従来、水源から減菌後直送

方式で給水していたものを見直し、新たに送水管を布設し、各所に配水池を設け、これより

自然流下方式で配水する配水池別配水区域制を採用したことでした。 

昭和 44 年（1969 年）には武庫川表流水

の取水計画を日量 20,000m3 から 15,000

ｍ3 に変更し、小林浄水場新設工事が昭和 46

年（1971 年）4 月に、また武庫川表流水取

水設備が 5 月に完成し、翌 6 月より供用が開

始されました。深谷貯水池も有効貯水量を

1,040,000ｍ3 に変更して、昭和 45 年

（1970 年）7 月に着工し、昭和 47 年（1972 

年）4 月に竣工しました。 【完成した小林浄水場】 

（昭和 46 年（1971 年）） 
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・第 5 期拡張事業 

昭和 47 年度（1972 年度）からは第 5 期拡張事業に着手しました。この計画は、武庫

川支流川下川にダムを建設するなど、水源を新たに日量 28,150ｍ3 拡張し、計画 1 日最大

配水量 84,150m3 とする計画で、目標年度は昭和 50 年度（1975 年度）、計画給水人口は

165,000 人でした。昭和 51 年度（1976 年度）以降は兵庫県営猪名川広域水道の受水を

予定していたため、比較的短期間の拡張計画でした。 

しかしながら、市が期待していた県営水道は、用地買収やダム工事の遅れから受水が見込

めなくなり、そのため市は拡張事業計画を変更し、県営水道受水分を川下川ダムと新たな水

源を開発することで補うこととしました。計画 1 日最大配水量を 100,000ｍ3、目標年度も

昭和 54 年度（1979 年度）に変更しました。 

川下川ダム（有効貯水量 2,650,000m3）とこれを処理する惣川浄水場（日量 25,000m3）

は昭和 52 年（1977 年）3 月に完成し、同年 4 月より供用を開始しました。 

この川下川ダムと惣川浄水

場の新設により、給水は安定し

ましたが、資金を主に企業債に

頼ったことから、この返済が再

び経営を圧迫することになりま

した。そのため、昭和 51 年

（1976 年）、昭和 54 年（1979

年）、昭和 55 年（1980 年）と

立て続けに料金を改定し、経営

の健全化を図り、その結果、昭

和 57 年度（1982 年度）から

ようやく水道財政が健全化されました。 

 

・第 6 期拡張事業 

本市の水道は急激な人口増加に伴って度重なる拡張事業を実施してきましたが、昭和 50

年代に入って人口の伸びが鈍化したものの、今後の人口増加の推移からすれば、なお将来に

おいて相当の水不足は免れないことから、不足する水源を兵庫県水道用水供給事業からの受

水に依存することとし、計画目標年度を平成 2 年度（1990 年度）、計画給水人口を 250,000

人、計画 1 日最大配水量を 124,350ｍ3 とした第 6 期拡張事業を計画し、昭和 56 年度

（1981 年度）に事業に着手しました。その後、県営水道の受水開始時期の延期や事業期間の

延長など社会情勢の変化に応じた見直しを行い、最終的には計画目標年次を平成 17 年度

（2005 年度）、計画給水人口 233,900 人、計画 1 日最大配水量 112,100ｍ3 としました。

この認可変更に合わせて、事業計画に小浜浄水場管理棟建替事業や小浜配水池を緊急時給水

【建設中の惣川浄水場】（昭和 50 年（1975 年）） 
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拠点施設として整備することとしました。 

 

・現在（第７期拡張事業～武庫川右岸新水源開発事業） 

第 7 期拡張事業では、当初、計画目標年次を平成 27 年度（2015 年度）、計画給水人口

224,500 人、計画 1 日最大配水量 113,800m3 を目標として整備を進めてきました。 

拡張事業の主な内容は、小浜浄水場の整備事業と簡易水道事業の統合であり、小浜浄水場

の整備につきましては、昭和 36 年（1961 年）に供用開始しましたが、施設の老朽化が目

立つようになり、また、浄水処理をしている原水として浅井戸水のクリプトスポリジウム等

の原虫対策も必要になったことから、小浜浄水場を全面的に改修し、平成 22 年度（2010

年度）に屋内式の浄水場として完成しました。 

また、平成 13 年（2001 年）7 月の水道法改正により、簡易水道事業を上水道事業に統

合することが可能となったことから、北部地域の安定供給と未普及地域の解消を図るため、

平成 15 年（2003 年）4 月に両事業を統合し、両事業の配水区域を接続する連絡管の整備

を行ってきました。 

 

 

 

 小林浄水場、亀井浄水場についても、それぞれ、昭和 37 年（1962 年）、昭和 48 年（1973

年）に供用を開始し、施設の老朽化が進行しつつあります。そこで、両浄水場を建替するケ

ースと全量を阪神水道企業団から受水するケースについて費用対効果を検証した結果、後者

が有利と判断されました。そのため、平成 27 年（2015 年）3 月に第 7 期拡張事業の認可

変更を行い、武庫川右岸新水源開発事業（阪神水道受水事業）を平成 29 年度（2017 年度）

末の完了を目標に実施しています。また、本認可変更に伴い、計画給水人口 230,400 人、

計画 1 日最大配水量 77,500m3 に変更しました。

【完成した小浜浄水場】（平成 22 年（2010 年）） 
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表 水道事業拡張計画の経緯概要 

 

年  月 水  道  事  業  の  あ  ゆ  み 宝  塚  市  の  あ  ゆ  み

昭和29年(1954年)　4月 水道課設置、宝塚支所（旧宝塚町役場）で業務開始 宝塚市誕生（宝塚町と良元村が合併）

7月 宝塚市水道使用条例施行（給水開始）

昭和31年(1956年)　9月 第1期拡張事業認可

11月 第2期拡張事業認可

昭和34年(1959年)　3月 第3期拡張事業認可

昭和35年(1960年)　4月 第3期拡張事業第1次変更認可

昭和36年(1961年) 12月 第3期拡張事業第2次変更認可

第3期拡張事業第3次変更認可

年間総配水量、5,000千m3を超える

昭和39年(1964年)  4月 市制10周年

昭和41年(1966年)  2月 第4期拡張事業認可

給水人口、10万人を超える

年間総配水量、10,000千m3を超える

昭和44年(1969年)  3月 第4期拡張事業第1次変更認可

昭和46年(1971年)  3月 年間総配水量、15,000千m3を超える

11月 玉瀬浄水場　供用開始 第1次市総合計画を策定

昭和47年(1972年)  8月 第5期拡張事業認可

昭和48年(1973年)  3月 第5期拡張事業第1次変更認可

昭和49年(1974年)  4月 市制20周年

給水人口、15万人を超える

年間総配水量、20,000千m3を超える

昭和51年(1976年)  4月 第5期拡張事業第2次変更認可

昭和55年(1980年)  9月 第2次市総合計画を策定

昭和56年(1981年)  3月 第6期拡張事業認可

昭和57年(1982年) 6月 給水開始30年（30年史編さん）

昭和59年(1984年)  4月 市制30周年

11月 （公益社団法人）日本水道協会兵庫県支部長に就任(2年間) 市人口20万人を突破（全国で100番目）

昭和63年(1988年)  5月 給水人口、20万人を超える

6月 県水訴訟提訴（神戸地裁）　1日

平成 2年(1990年)  3月 年間総配水量、25,000千m3を超える

5月 兵庫県営水道からの受水開始

9月 第3次総合計画を策定

平成 5年(1993年) 12月 第6期拡張事業第1次変更認可

平成 6年(1994年)  4月 市制40周年

平成 7年(1995年)  1月 阪神・淡路大震災（17日、午前5時46分）

平成 8年(1996年)  3月 宝塚市行財政改革大綱を策定

10月 宝塚市行財政改革第１次推進計画を策定

平成 9年(1997年)  3月 宝塚市行財政改革第２次推進計画を策定

平成11年(1999年)  7月 第６期拡張事業第１次変更事業が完了

平成13年(2001年)  3月 第４次総合計画を策定

平成14年(2002年)  7月 給水開始50年（記念式典開催）

平成15年(2003年)  3月 第7期拡張事業認可

簡易水道事業を廃止

平成16年(2004年)  4月 市制50周年

平成17年(2005年)  3月 第7期拡張事業第1次変更認可

  4月 上下水道局発足

平成23年(2011年)  3月 東日本大震災（11日、午後2時46分） 第5次総合計画を策定

平成26年(2014年)  4月 市制60周年

平成27年(2015年)  3月
武庫川右岸新水源開発事業
（阪神水道受水事業）

昭和38年(1963年)  3月

昭和50年(1975年)  3月

昭和43年(1968年)  3月
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4
.3

1
4

.3
1

4
.3

3
3

.5
4

6
.1

4
3

.3
浄

水
場

が
2
4
時

間
全
面

停
止

し
た

場
合

に
、

給
水

で
き

な
い

人
口

の
割

合
を

示
す

。
水

道
施

設
の

緊
急

時
の

融
通

性
を

示
す

。

2
2
0
5

給
水

拠
点

密
度

箇
所

/
1
0
0
k
㎡

6
0

.1
6

0
.1

6
0

.1
6

0
.1

6
2

.2
7

1
.7

2
5

.5
7

8
.8

緊
急
時

に
応

急
給

水
で

き
る

1
0
0
k
㎡
当

た
り

の
拠

点
数

。

2
2
0
7

浄
水

施
設

耐
震

率
％

4
8

.8
4

8
.8

4
8

.8
4

8
.8

4
8

.8
1

3
.0

9
.2

1
3

.4
浄

水
施

設
の

う
ち

、
高

度
な

耐
震

化
が

な
さ

れ
て

い
る

施
設

能
力

の
割

合
を

示
す

。

2
2
0
8

ポ
ン

プ
所

耐
震

施
設

率
％

1
6

.6
1

6
.6

1
6

.6
1

6
.6

1
6

.6
3

4
.7

3
.8

1
5

.7
ポ

ン
プ

施
設

の
う

ち
、

高
度

な
耐

震
化

が
な

さ
れ

て
い

る
施

設
能

力
の

割
合

を
示

す
。

2
2
0
9

配
水

池
耐

震
施

設
率

％
2

1
.3

2
0

.9
2

0
.0

2
6

.8
3

7
.4

4
3

.8
4

9
.2

3
7

.7
配

水
池

の
う

ち
、

高
度

な
耐

震
化

が
な

さ
れ

て
い

る
施

設
容

量
の

割
合

を
示

す
。

2
2
1
0

管
路

の
耐

震
化

率
％

5
.2

5
.3

5
.5

5
.9

6
.9

1
2

.5
1

4
.2

1
2

.2
管

路
の

う
ち

、
耐

震
性

の
あ

る
材

質
と

継
手

（
管

の
接

続
部

）
に

よ
り

構
成

さ
れ

た
管

路
延

長
の

割
合

を
示

す
。

2
2
1
1

薬
品

備
蓄

日
数

日
3

6
.0

3
7

.5
3

8
.6

2
9

.3
2

9
.7

4
4

.2
4

0
.1

1
0

7
.2

浄
水
場

で
使

う
薬

品
が

、
1
日
平

均
使

用
量

に
対

し
て

何
日

分
貯

蔵
し

て
あ

る
か

を
示

す
。

薬
品

の
劣

化
が

な
い

範
囲

で
余

裕
を

持
つ

こ
と

が
良

い
。

2
2
1
2

燃
料

備
蓄

日
数

日
0

.2
0

.2
0

.2
0

.2
0

.2
0

.8
0

.8
0

.1
浄

水
場

で
使

う
自

家
発

電
施

設
の

燃
料

に
対

す
る

貯
蔵

日
数

を
示

す
。

燃
料

の
劣

化
が

な
い

範
囲

で
余

裕
を

持
つ

こ
と

が
良

い
。

2
2
1
3

給
水

車
保

有
度

台
/
1
,
0
0
0
人

0
.0

1
0

.0
1

0
.0

1
0

.0
1

0
.0

1
0

.0
1

0
.0

1
0

.0
1

人
口
1
,
0
0
0
人
当

た
り

の
給

水
車

保
有

台
数

を
示

す
。

2
2
1
5

車
載

用
の

給
水

タ
ン

ク
保

有
度

㎥
/
1
,
0
0
0
人

0
.0

4
0

.0
4

0
.0

4
0

.0
4

0
.0

4
0

.9
2

0
.0

4
0

.0
8

緊
急
時

に
使

用
す

る
人

口
1
,
0
0
0
人

当
た

り
の
、

給
水

タ
ン

ク
容

量
を

示
す

。

2
2
1
6

自
家

用
発

電
設

備
容

量
率

％
5

7
.2

5
7

.2
5

7
.2

5
7

.2
5

1
.1

4
.5

3
5

.4
5

4
.8

自
家
発

電
機

の
容

量
の

、
当

該
水

道
施

設
の

電
力

必
要

量
に

対
す

る
割

合
を

示
す

。
高

い
方

が
停

電
事

故
に

強
い

。

優
 
位

 
性

番
号

業
　

　
務

　
　

指
　

　
標

指
　

　
　

標
　

　
　

値

平
成

2
5
年

度
（

2
0
1
3
年

度
）

単
　

　
位

【
安

定
】

　
い

つ
で

も
ど

こ
で

も
安

定
的

に
生

活
用

水
を

確
保

―

指
　

標
　

の
　

解
　

説
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3
【

持
続

】
　

い
つ

ま
で

も
安

心
で

き
る

水
を

安
定

し
て

供
給

平
成

2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
全

国
平

均
県

平
均

類
似

平
均

（
2
0
1
0
年

度
）

（
2
0
1
1
年

度
）

（
2
0
1
2
年

度
）

（
2
0
1
3
年

度
）

（
2
0
1
4
年

度
）

3
0
0
1

営
業
収
支
比
率

％
9

7
.8

9
7

.3
9

5
.3

9
5

.5
9

3
.8

1
1

2
.2

1
0

1
.8

1
1

2
.5

営
業
費
用
が
営
業

収
益
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
賄
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
。
値
が
1
0
0
未
満
の
場
合
、
営
業

損
失
が
生
じ
て
い

る
こ
と
を
示
す
。

3
0
0
2

経
常
収
支
比
率

％
9

8
.5

1
0

0
.4

9
7

.0
9

6
.5

1
0

5
.4

1
0

8
.8

1
0

3
.0

1
0

8
.9

経
常
費
用
が
経
常

収
益
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
賄
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
。
値
が
1
0
0
未
満
の
場
合
、
経
常

損
失
が
生
じ
て
い

る
こ
と
を
示
す
。

3
0
0
3

総
収
支
比
率

％
9

8
.2

1
0

0
.4

9
6

.8
9

4
.0

7
1

.8
1

0
8

.5
1

0
2

.6
1

0
8

.4
総
費
用
が
総
収
益

に
よ
っ
て
ど
の
程
度
賄
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
。
値
が
1
0
0
未
満
の
場
合
、
健
全
な
経

営
と
は
い
え
な
い

。

3
0
0
4

累
積
欠
損
金
比
率

％
0

.0
0

.0
0

.0
0

.0
0

.0
2

.8
3

.2
3

.6
営
業
活
動
の
結
果

生
じ
た
欠
損
金
が
、
当
該
年
度
で
処
理
で
き
ず
に
後
年
度
に
累
積

し
た
も
の
。
こ
の
値

は
0
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

3
0
0
5

繰
入
金
比
率
（
収
益
的
収
入
分
）

％
0

.2
0

.2
0

.2
0

.2
0

.2
1

.5
2

.0
1

.0
収
益
的
収
入
に
対

す
る
繰
入
金
の
割
合
を
示
す
。
事
業
の
健
全
性
、
効
率
性
を
示
す

指
標
の
一
つ
。

3
0
0
6

繰
入
金
比
率
（
資
本
的
収
入
分
）

％
1

.3
3

.9
3

.5
0

.3
0

.5
1

9
.8

2
0

.3
1

5
.8

資
本
的
収
入
に
対

す
る
繰
入
金
の
割
合
を
示
す
。
事
業
の
健
全
性
、
効
率
性
を
示
す

指
標
の
一
つ
。

3
0
0
7

職
員
一
人
当
た
り
給
水
収
益

千
円
/
人

3
5

,7
8

5
.7

3
6

,2
3

2
.6

3
5

,8
3

7
.4

3
7

,0
7

5
.3

3
9

,0
7

8
.4

6
3

,2
1

5
.0

6
0

,4
5

2
.0

6
4

,0
9

8
損
益
勘
定
職
員
1
人
あ
た
り
の
生
産
性
に
つ
い
て
、

給
水
収
益
を
基
準
と
し
て
把
握
す
る
た
め
の
指
標
。

3
0
0
8

給
水
収
益
に
対
す
る
職
員
給
与
費
の
割
合

％
2

7
.3

2
6

.6
2

6
.5

2
4

.9
2

3
.4

1
3

.5
1

5
.5

1
3

.8
事
業
の
効
率
性
を

分
析
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ
。

3
0
0
9

給
水
収
益
に
対
す
る
企
業
債
利
息
の
割
合

％
5

.5
6

.0
5

.9
5

.8
6

.0
6

.7
5

.6
6

.8
事
業
の
効
率
性
及

び
財
務
安
定
性
を
分
析
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ
。

3
0
1
0

給
水
収
益
に
対
す
る
減
価
償
却
費
の
割
合

％
3

4
.1

3
5

.8
3

6
.1

3
6

.0
3

7
.2

3
1

.1
3

2
.1

3
1

.4
事
業
の
効
率
性
を

分
析
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ
。

3
0
1
1

給
水
収
益
に
対
す
る
企
業
債
償
還
金
の
割
合

％
7

.6
8

.3
9

.2
9

.8
1

0
.8

2
0

.5
1

3
.8

2
0

.8
企
業
債
償
還
金
（

元
金
）
が
経
営
に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ

。

3
0
1
2

給
水
収
益
に
対
す
る
企
業
債
残
高
の
割
合

％
2

7
0

.3
2

6
7

.9
2

6
6

.0
2

8
4

.7
2

9
4

.6
2

8
2

.5
2

1
4

.7
2

9
7

.1
企
業
債
残
高
の
規

模
と
経
営
に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ
。

3
0
1
3

料
金
回
収
率
（
給
水
に
か
か
る
費
用
の
う
ち

水
道
料
金
で
回
収
す
る
割
合
）

％
8

9
.4

8
7

.8
8

6
.7

8
3

.8
8

2
.4

7
4

.2
8

3
.2

9
9

.9
給
水
原
価
の
供
給

単
価
に
対
す
る
割
合
を
示
す
。
1
0
0
％
未
満
の
場
合
給
水
に
係
る
費
用
が
料
金
以
外
の

収
入
で
賄
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

3
0
1
4

供
給
単
価

円
/
㎥

1
5

2
.9

1
5

2
.9

1
5

2
.1

1
5

1
.4

1
5

1
.3

1
7

2
.5

1
6

6
.5

1
6

5
.0

有
収
水
量
（
年
間

の
料
金
徴
収
の
対
象
と
な
っ
た
水
量
）
1
㎥
当
た
り
の
、
販
売
価
格
を
示
す
。

3
0
1
5

給
水
原
価

円
/
㎥

1
7

1
.1

1
7

4
.2

1
7

5
.4

1
7

5
.7

1
5

7
.8

1
7

3
.9

1
8

1
.1

1
6

5
.3

有
収
水
量
（
年
間

の
料
金
徴
収
の
対
象
と
な
っ
た
水
量
）
1
㎥
当
た
り
の
、
生
産
原
価
を
示
す
。

3
0
1
6

1
箇
月
当
た

り
家
庭
用
料
金
（
1
0
㎥
）

円
1

,0
5

0
1

,0
5

0
1

,0
5

0
1

,0
5

0
1

,0
8

0
1

,4
8

9
1

,3
6

2
1

,1
8

4
標
準
的
な
家
庭
に

お
け
る
、
１
ヶ
月
の
水
使
用
量
（
1
0
㎥
）
に
対
す
る
消
費
税
込
み

の
料
金
を
示
す
。

3
0
1
7

１
箇
月
当
た
り
家
庭
用
料
金
(
2
0
㎥
)

円
2

,3
1

0
2

,3
1

0
2

,3
1

0
2

,3
1

0
2

,3
7

6
3

,0
9

8
2

,7
9

8
2

,5
9

5
標
準
的
な
家
庭
に

お
け
る
、
１
ヶ
月
の
水
使
用
量
（
2
0
㎥
）
に
対
す
る
消
費
税
込
み

の
料
金
を
示
す
。

3
0
1
8

有
収
率

％
9

4
.8

9
5

.2
9

5
.9

9
7

.0
9

5
.4

9
0

.5
9

2
.2

9
0

.6
1
年
間
の
給
水
量
（
配
水
量
）
に
対
す
る
有
収
水
量

の
割
合
を
示
す
。
給
水
さ
れ
る
水
量
が
ど
の
程
度
収

益
に
つ
な
が
っ
て

い
る
か
を
示
す
指
標
。

3
0
1
9

施
設
利
用
率

％
6

7
.5

6
6

.1
6

5
.2

6
4

.3
6

3
.5

5
9

.5
5

8
.2

6
2

.2
水
道
施
設
の
経
済

性
を
総
括
的
に
判
断
す
る
指
標
の
一
つ
。

3
0
2
0

施
設
最
大
稼
働
率

％
7

6
.0

7
3

.8
7

2
.9

7
1

.4
7

0
.0

6
7

.9
6

5
.8

6
9

.4
水
道
事
業
の
施
設

効
率
を
判
断
す
る
指
標
の
一
つ
。

3
0
2
1

負
荷
率

％
8

8
.9

8
9

.6
8

9
.4

9
0

.1
9

0
.6

8
7

.6
8

8
.5

8
8

.9
水
道
事
業
の
施
設

効
率
を
判
断
す
る
指
標
の
一
つ
。

3
0
2
2

流
動
比
率

％
7

5
4

.0
6

6
0

.6
8

1
0

.8
5

5
5

.0
4

5
2

.3
4

9
2

.2
4

5
5

.9
6

2
8

.3
短
期
債
務
に
対
す

る
支
払
能
力
を
表
し
、
1
0
0
％
を

下
回
れ
ば
不
良
債
務
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
。
こ
の
値
は
高

い
ほ
う
が
安
全
性
が
高
い
。

3
0
2
3

自
己
資
本
構
成
比
率

％
7

6
.1

7
6

.1
7

6
.7

7
4

.5
4

8
.0

6
9

.2
7

2
.8

6
8

.0
総
資
本
に
占
め
る

自
己
資
本
の
割
合
を
示
す
。
財
務
の
健
全
性
を
示
す
指
標
の
一
つ

。
こ
の
値
は
高
い
ほ

う
が
財
務
的
に
安

全
で
あ
る
。

指
　

標
　

の
　

解
　

説

平
成

2
5
年

度
（

2
0
1
3
年

度
）

番
号

業
　

　
務

　
　

指
　

　
標

単
　

　
位

優
 
位

 
性

指
　

　
　

標
　

　
　

値

―
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3

平
成

2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
全

国
平

均
県

平
均

類
似

平
均

（
2
0
1
0
年

度
）

（
2
0
1
1
年

度
）

（
2
0
1
2
年

度
）

（
2
0
1
3
年

度
）

（
2
0
1
4
年

度
）

3
0
2
4

固
定
比

率
％

1
1

7
.4

1
1

6
.2

1
1

5
.5

1
1

2
.7

1
8

3
.4

1
2

8
.6

1
2

3
.7

1
2

9
.9

固
定
資
産
の
取
得
が
、
自

己
資
本
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
る

か
を
判
断
す
る
指
標
。
一
般
的
に
1
0
0
％

以
下
で
あ
れ
ば
、
財
務
面

で
安
定
的
。

3
0
2
5

企
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債
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還
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率
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2

2
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2

5
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2
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3
.0

6
6

.1
投
下
資
本
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収
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再
投

資
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
る
指
標
。
1
0
0
％
を
超
え
る
と
再

投
資
に
あ
た
り
外
部
資

金
に
頼
る
こ
と
に
な
る
た

め
、
1
0
0
％
以
下
が

財
務
的
に
安
全
で
あ
る
。

3
0
2
6

固
定
資

産
回
転
率

回
0

.1
0

.1
0

.1
0

.1
0

.1
0

.1
0

.1
0

.1
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に
固
定
資
産
の
何

倍
の
営
業
収
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あ
っ
た
か
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示
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。

3
0
2
7

固
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資

産
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用
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率
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円

6
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6
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6
.8

6
.7

6
.7

7
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6
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7
.4

有
形
固
定
資
産
に
対
す
る

給
水
量
の
割
合
を
示
す
。
こ
の
値
が

大
き
い
ほ
ど
施
設
が
効
率
的
で
あ
る

こ
と
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意
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す
る
。

3
1
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1
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格
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得
度

件
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人

0
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0
.4
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.4

0
.4

0
.6

0
.6
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.6
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1
職
員
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1
人
当
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り
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っ
て
い
る
、
水
道
事
業

に
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と
さ
れ
る
法
定
資
格
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件

数
を
示
す
。

3
1
0
5
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術
職

員
率
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3

3
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3
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3
4
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.1
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術
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員
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道
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設
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設
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画
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建
設
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携
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る
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う
。
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.0

1
4

.0
1

3
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携
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熟
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。
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6
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配
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し
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全
て
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電
力
消
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。

多
く
は
水
を
送
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
、
地
理
的
条
件
に
左
右

さ
れ
る
。
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を
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す
。
多
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め
の
エ
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、
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的
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右
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れ
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。
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用
率
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0
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.0
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.0
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0

.2
再
生
可
能
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ル
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（

太
陽
光
発
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、
小
水
力
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電
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力
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電
等
）
の
、
全
消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー

量
に

対
す
る
割
合
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。

4
0
0
4

浄
水
発

生
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の
有
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利
用
率

％
0

.0
0
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.0
0

.0
0

.0
6

7
.4

2
4

.4
8

3
.0

浄
水
処
理
過
程
に
お
け
る

発
生
土
の
有
効
利
用
率
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。
環

境
保
全
に
関
す
る
取
組
度
合
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示
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指
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の
一
つ
。

4
0
0
5

建
設
副

産
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の
リ
サ
イ
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ル
率

％
1
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0
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1

0
0

.0
1

0
0
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0
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0
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.0
7
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9
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い
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発
生
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る
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の
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利
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率
を
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。
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1
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下
水
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1
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4
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4
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地
下
水
は
コ
ス
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も
安
く

安
定
し
て
い
る
が
、
過
剰
揚
水
は
地

盤
沈
下
に
繋
が
る
た
め
、
認
可
範
囲

内
で

利
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
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業
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献
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年
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平
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年
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年
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年
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似
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0
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）
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1
0
1
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水
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合
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0
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件
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/

箇
所

0
.0

0
.0
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.0

0
.0
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0
年
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水
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管
路
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て
た

指
標

で
、

維
持
管
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。
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1
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管

路
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0
0
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0
0
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（４）第 5 次宝塚市総合計画 後期基本計画（抜粋） 

 

1）現状と課題 

・水道の水源については、近年の異常気象による川下川ダムの貯水量の低下に伴い、渇水対

策本部の設置が必要となることもあります。また、地下水についても帯水層の劣化などに

より取水量が斬減しており、将来に向け、更に安全で安定した水源の確保が必要となって

います。 

・水質については、川下川ダム水を水源とする惣川浄水場において、異臭味対策などへの浄

水処理の強化が求められています。 

・上水の安定供給に向けては、水道施設の耐震化や、老朽化した施設の事故を未然に防止す

るための水道施設の更新が必要です。この老朽施設の改良・更新に当たっては、施設の統

廃合とともに、施設の適正配置と機能強化に取り組む必要があります。さらに水道事業で

は、送配水などにポンプを使用し、電気を多く使用することから、送配水施設などの更新

の際は、エネルギ－効率の良い機種の導入を図り、また、再生可能エネルギ－の導入によ

り自然エネルギ－を有効利用することも課題となっています。 

・水道、下水道とも、経営環境が厳しさを増す中、中長期的な経営の基本計画を策定し、経

営基盤強化などに取り組むとともに、必要な住民サービスを安定的に提供することが必要

です。 

 

2）施策展開の方針と主な取組 

【安全でおいしい水の安定供給を図るため、良好な水源確保や施設の耐震化などを進めます】 

（市の取組） 

・県営水道の増量受水や、阪神水道企業団からの新規受水に向けて、受け入れ施設の整備を

進めます。 

・惣川浄水場において、浄水処理強化施設を整備します。 

・水道基幹管路の耐震化、老朽化した管路の更新を進めます。 

・太陽光発電や小水力発電、省エネルギ－機器の設置など、環境に配慮した機器の水道施設

への導入を進めます。 

 

（市民の取組） 

・水の大切さを理解し、節水に努めるとともに、雨水を貯留するなど水を有効に利用します。 

・水源の重要性を理解し、武庫川や川下川ダム周辺の水辺環境の保全に努めます。 
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（５）宝塚市上下水道事業審議会委員名簿及び審議経過 

 

会長 田中　智泰

会長職務代理者 後藤　達也

委員 鍬田　泰子

委員 小山　琴子

委員 新谷　俊廣

委員 上西　嘉郎

委員 米谷　順栄

委員 大畑　亀太郎

委員 中川　智之

委員 手島　誠

委員 荒木　研一

委員 寺西　佐知子

2016 年 8 月 17 日 （ 水 ）
・「宝塚市水道事業経営戦略（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

2016 年 9 月 15 日 （ 木 ）
・「宝塚市水道事業経営戦略（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」の
取りまとめ

2016 年 12 月 1 日 （ 木 ）

・「宝塚市水道事業経営戦略（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」の
パブリック・コメント結果についての報告

・答申の取りまとめ

2016 年 4 月 14 日 （ 木 ）
・「宝塚市下水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略
（案）」についての審議

2016 年 4 月 28 日 （ 木 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」「宝塚市水道事業経営戦略（案）」「宝塚
市下水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」の取り
まとめ

2016 年 6 月 22 日 （ 水 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道ビジョン2025
（案）」のパブリック・コメント結果についての報告

2016 年 2 月 10 日 （ 水 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

2016 年 2 月 19 日 （ 金 ） ・「宝塚市下水道ビジョン2025（案）」についての審議

2016 年 3 月 30 日 （ 水 ）
・「宝塚市下水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略
（案）」についての審議

2015 年 12 月 25 日 （ 金 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

2016 年 1 月 14 日 （ 木 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

2016 年 1 月 27 日 （ 水 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

公募の市民

宝塚市上下水道事業審議会審議経過

開 催 年 月 日 審 議 の 概 要

2015 年 12 月 2 日 （ 水 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道ビジョン2025
（案）」の策定についての諮問

市内の公共的
団体等の代表

宝塚市上下水道事業審議会委員名簿

構　　　　成 氏　　　　名

知識経験者


